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生
活
保
護
と
不
正
受
給
の
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
三
月
末
時
点
の
生
活
保
護
受
給
者
数
が
五
十
九
年
ぶ
り
に
二
百
万
人
を
突
破
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は

過
去
三
番
目
に
多
い
数
字
で
戦
後
混
乱
期
並
み
の
水
準
で
あ
る
。
受
給
世
帯
数
で
は
百
四
十
五
万
八
千
五
百
八
十
三
世
帯
と
な

り
過
去
最
多
を
更
新
し
た
。

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
新
た
に
生
活
保
護
の
申
請
を
行
う
世
帯
も
増
え
て
お
り
、
今
後
、
失
業
手
当
の
期
限
が
途

切
れ
る
こ
と
や
、
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
が
進
む
に
つ
れ
て
受
給
者
が
さ
ら
に
増
大
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
国
と
自
治
体
連

携
の
下
、
被
災
者
の
声
に
し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
た
生
活
再
建
支
援
を
行
い
、
自
立
に
向
け
た
木
目
細
か
い
サ
ポ
ー
ト
が
求
め

ら
れ
る
。

前
回
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
内
容
も
踏
ま
え
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
の
政
府
答
弁
書
に
関
す
る
再
質
問
に
つ
い
て

（
�
）

前
回
質
問
主
意
書
三
の
答
弁
書
に
て
、
就
労
支
援
策
を
通
じ
て
、
就
職
・
所
得
が
増
加
し
た
生
活
保
護
受
給
者
の

数
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
四
万
五
千
三
百
五
十
三
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
生
活
保
護
を
廃
止
し
た
者
の
数

は
、
八
千
八
百
九
十
七
人
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
就
職
や
所
得
が
増
加
し
て
も
、
約
二
割
程
度
し
か
生
活
保
護

一



か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
現
状
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

前
回
質
問
主
意
書
十
一
に
関
す
る
答
弁
で
、
現
時
点
で
、
生
活
保
護
の
国
と
地
方
の
費
用
負
担
の
割
合
を
変
更
す

る
必
要
は
な
い
、
と
政
府
の
立
場
を
示
さ
れ
た
。
生
活
保
護
法
に
お
い
て
、
憲
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
理
念
に

基
づ
き
、
国
が
生
活
に
困
窮
す
る
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
、
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
国
の
責
任
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。

（
�
）

三
月
末
時
点
の
生
活
保
護
受
給
世
帯
数
の
内
、
高
齢
者
世
帯
が
六
十
二
万
三
千
七
百
二
十
世
帯
と
全
体
の
四
十
三

％
を
占
め
た
。
今
後
も
高
齢
社
会
の
中
で
、
高
齢
者
の
生
活
保
護
受
給
者
が
増
加
し
て
い
く
も
の
と
予
測
さ
れ
て
い

る
が
、
勤
労
意
欲
の
高
い
現
役
世
代
の
受
給
者
と
は
異
な
る
高
齢
者
の
受
給
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
支
援
や
取
組

み
が
必
要
と
お
考
え
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
る
生
活
保
護
の
増
大
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

（
�
）

東
日
本
大
震
災
以
降
で
、
被
災
者
の
方
が
新
た
に
生
活
保
護
を
申
請
し
た
件
数
（
申
請
世
帯
数
）
及
び
受
給
者
数

（
受
給
世
帯
数
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
各
県
別
数
値
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

今
後
、
失
業
手
当
の
支
給
が
途
切
れ
る
こ
と
、
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
が
進
ん
で
く
る
こ
と
等
か
ら
、
生
活
保
護
の

二



申
請
が
さ
ら
に
増
加
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
が
、
国
は
ど
の
よ
う
な
形
で
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
、
被
災
者
の
生
活
再

建
支
援
を
行
う
方
針
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

被
災
者
に
寄
せ
ら
れ
た
災
害
義
援
金
や
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
仮
払
補
償
金
の
支
給
が
収
入
と
み

な
さ
れ
、
生
活
保
護
を
打
ち
切
ら
れ
る
事
例
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
震
災
に
関
連
し
て
生
活
保
護
を
打

ち
切
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
何
件
に
な
る
か
、
市
町
村
別
数
値
に
て
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

（
�
）
に
関
連
し
て
、
生
活
保
護
の
打
ち
切
り
を
決
定
し
た
自
治
体
に
よ
る
と
、
厚
生
労
働
省
の
指
針
に
基
づ

き
、
判
断
し
た
と
さ
れ
る
が
、
指
針
に
お
け
る
政
府
の
認
識
と
、
自
治
体
に
よ
る
生
活
保
護
打
ち
切
り
の
判
断
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
か
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

災
害
義
援
金
や
仮
払
補
償
金
は
、
本
来
、
被
災
者
が
生
活
再
建
を
行
う
た
め
の
見
舞
金
で
あ
り
、
自
立
に
向
け
今

後
の
生
活
設
計
を
行
う
上
で
、
大
切
な
備
え
に
な
る
は
ず
が
、
収
入
と
し
て
認
定
さ
れ
切
り
崩
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と

に
、
被
災
者
の
心
情
や
道
義
的
に
も
違
和
感
を
覚
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


